
確
定

拠
出

年
金

（
企

業
型
）

確
定

給
付

企
業

年
金

自
営
業
者
等

公
務
員
等

民
間
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

第
２
号

被
保

険
者

の
被

扶
養
配
偶
者

1,
93

8万
人

3,
88

3万
人

第
１
号

被
保

険
者

第
３
号

被
保

険
者

第
２
号

被
保

険
者

等

6,
82

6万
人

1,
00

5万
人

適
格

退
職

年
金

年
金

制
度

の
体

系

国
民

年
金

（
基

礎
年

金
）

厚
生
年
金
保
険

加
入

員
数

3,
44

1万
人

共
済

年
金

職
域

加
算

部
分

加
入
員
数

44
2万

人

確
定

拠
出

年
金

（
個

人
型

）

国 民 年 金 基 金

（
代

行
部

分
）

厚
生

年
金

基
金

(数
値

は
、
平

成
23

年
3月

末
）

国
家

公
務

員
共

済
10

5万
人

地
方

公
務

員
共

済
28

8万
人

私
立

学
校

教
職

員
共

済
48

万
人

(注
）
厚

生
年

金
加

入
者

の
う
ち
企

業
年
金

加
入
者

1,
67

1万
人

（
厚

生
年
金

加
入
者

の
48

.6
%
）
。

（
内

訳
は

、
厚

生
年

金
基
金

：4
47

万
人

、
適

格
退

職
年
金

：1
26

万
人

、
確

定
給

付
企

業
年

金
：7

27
万
人
、
確
定
拠
出
年
金
（
企
業
型
）
：
37

1万
人

）
ま
た
、
確
定
拠
出
年
金
（
個
人
型
）
の
加
入
者
数
は

12
万
人
、
国
民
年
金
基
金
の
加
入
者
数
は

55
万
人
で
あ
る
。

資料２
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被
用

者
年

金
制

度
の

一
元

化
等

を
図

る
た
め
の

厚
生

年
金

保
険

法
等

の
一

部
を
改

正
す
る
法

律
案

（
平

成
2
4
年

４
月

1
3
日

提
出

）

＜
主

要
項

目
＞

(１
)

厚
生

年
金

に
公

務
員

及
び

私
学

教
職

員
も

加
入

す
る

こ
と

と
し

、
２

階
部

分
の

年
金

は
厚

生
年

金
に

統
一

す
る

。

(２
)

共
済

年
金

と
厚

生
年

金
の

制
度

的
な

差
異

に
つ

い
て

は
､基

本
的

に
厚

生
年

金
に

揃
え

て
解

消
す

る
。

(３
)

共
済

年
金

の
１

・
２

階
部

分
の

保
険

料
を

引
き

上
げ

、
厚

生
年

金
の

保
険

料
率

(上
限

1
8
.3
％

)に
統

一
す

る
。

(４
)

厚
生

年
金

事
業

の
実

施
に

当
た

っ
て

は
、

効
率

的
な

事
務

処
理

を
行

う
観

点
か

ら
、

共
済

組
合

や
私

学
事

業
団

を
活

用
す

る
。

ま
た

、
制

度
全

体
の

給
付

と
負

担
の

状
況

を
国

の
会

計
に

と
り

ま
と

め
て

計
上

す
る

。

(５
)

共
済

年
金

に
あ

る
公

的
年

金
と

し
て

の
３

階
部

分
（

職
域

部
分

）
は

廃
止

す
る

。
公

的
年

金
と

し
て

の
３

階
部

分
（

職
域

部
分

）
廃

止
後

の
新

た
な

年
金

に
つ

い
て

は
、

別
に

法
律

で
定

め
る

。

(６
)

追
加

費
用

削
減

の
た

め
、

恩
給

期
間

に
係

る
給

付
に

つ
い

て
本

人
負

担
の

差
に

着
目

し
て

2
7
％

引
下

げ
る

。
た

だ
し

、
一

定
の

配
慮

措
置

を
講

じ
る

。

(１
)～

(５
)：

平
成

2
7
年

1
0
月

（
６

）
公

務
員

の
恩

給
期

間
に

係
る

追
加

費
用

削
減

：
公

布
か

ら
１

年
を

超
え

な
い

範
囲

内
で

政
令

で
定

め
る

日

＜
施

行
日

＞

3



公
的

年
金

と
し
て
の

３
階

部
分

（
職

域
部

分
）
廃

止
後

の
新

た
な
年

金
の

取
扱

い

附
則

第
２
条

こ
の

法
律

に
よ
る
公

務
員

共
済

の
職

域
加

算
額

（
・
・
・
中

略
・
・
・
）
の

廃
止

と
同

時
に
新

た
な
公

務
員

制
度

と
し
て
の

年
金

の
給

付
の

制
度

を
設

け
る

こ
と
と
し
、
そ
の

在
り
方

に
つ
い
て
、
平

成
２
４
年

中
に
検

討
を
行

い
、
そ
の

結
果

に
基

づ
い
て
、
別

に
法

律
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必

要
な
措

置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。

２
こ
の

法
律

に
よ
る
私

学
共

済
の

職
域

加
算

額
（
・
・
・
中

略
・
・
・
）
の

廃
止

と
同

時
に
新

た
な
私

立
学

校
教

職
員

共
済

制
度

と
し
て
の

年
金

の
給

付
の

制
度

を
設

け
る
こ
と
と
し
、
そ
の

在
り
方

に
つ
い
て
、
平

成
２
４
年

中
に
検

討
を
行
い
、
そ
の

結
果

に
基

づ
い
て
、
別

に
法

律
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必

要
な
措

置
を
講

ず
る
も
の

と
す
る
。

附
則

第
３
条

こ
の

法
律

の
施

行
の

日
（
以

下
「
施

行
日

」
と
い
う
。
）
の

前
日

に
お
い
て
組

合
員

等
期

間
（
・
・
・
中

略
・
・
・
）
を
有

し
、
か

つ
、
同

日
に
お
い
て
改

正
前

国
共

済
法

、
改

正
前

地
共

済
法

又
は

改
正

前
私

学
共

済
法

に
よ
る
年

金
で
あ
る
給

付
の

受
給

権
を
有

し
な
い
者

に
対

し
て
施

行
日

以
後

に
支

給
す
る
給

付
（
・
・
・
中

略
・
・
・
）
そ
の

他
の

公
務

員
共

済
の

職
域

加
算

額
又

は
私

学
共

済
の

職
域

加
算

額
の

廃
止

に
伴

う
経

過
措

置
は

、
別

に
法

律
で
定

め
る
。

公
的

年
金

と
し
て
の

３
階

部
分

（
職

域
部

分
）
廃

止
後

の
新

た
な
年

金
に
つ
い
て
は

、
そ
の

在
り
方

に
つ
い
て
、
平

成
2
4
年

中
に

検
討

を
行

い
、
そ
の

結
果

に
基

づ
い
て
、
別

に
法

律
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必

要
な
措

置
を
講

ず
る
と
い
う
趣

旨
を
規

定
。
ま
た
、

施
行

日
に
お
い
て
受

給
権

を
有

し
な
い
共

済
年

金
加

入
者

が
、
そ
れ

ま
で
保

険
料

を
払

い
込

ん
だ
職

域
部

分
の

取
扱

い
に
つ
い

て
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
と
い
う
趣
旨
を
規
定
。

※
施

行
日

前
に
共

済
年

金
の

受
給

権
を
有

す
る
者

に
つ
い
て
は

、
従

来
通

り
職

域
部

分
を
支

給
す
る
。
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公
的
年
金
と
し
て
の
３
階
部
分
（
職
域
部
分
）
の
廃
止

（
企

業
年

金
）

職
域
部
分

1
9
,
9
7
1
円

本 人 分

本 人 分

老
齢
厚
生
年
金

（
報
酬
比
例
年
金
）

9
9
,
8
5
8
円

退
職
共
済
年
金

（
報
酬
比
例
年
金
）

9
9
,
8
5
8
円

老
齢
基
礎
年
金

6
5
,
5
4
1
円

老
齢
基
礎
年
金

6
5
,
5
4
1
円

配 偶 者 分

老
齢
基
礎
年
金

6
5
,
5
4
1
円

老
齢
基
礎
年
金

6
5
,
5
4
1
円

配 偶 者 分

［
厚

生
年

金
］

［
共

済
年

金
］

保 険 料 （ 労 使 折 半 ）

１ ／ ２ 保 険 料 （ 労 使 折 半 ）

＋

１ ／ ２ 国 庫 負 担

合
計

2
3
0
,
9
4
0
円

合
計

2
5
0
,
9
1
5
円

（
企
業
年
金
を
含
ま
な
い
）

（
職
域
部
分
を
含
む
）

（
注
）
職
域
部
分
を
除
け
ば
、
厚
生
年
金
と
同
額
（
2
3
0
,
9
4
0
円
）

※
平
成
２
４
年
度
価
格

（
前
提
）
加
入
期
間
中
の
平
均
報
酬
月
額
：
3
6
0
,
0
0
0
円
、
加
入
月
数
：
4
8
0
月
（
4
0
年
）

（
参
考
）
報

酬
比

例
部

分
の

年
金

額
：

平
均

報
酬

月
額

（
賃
金
変
動
に
伴
う
再
評
価
後
）
×
給
付
乗
率
×
加
入
月
数
×
物
価
ス
ラ

イ
ド

率

※
職

域
部

分
は

、
民

間
に

お
い

て
、

厚
生

年
金

基
金
や
適
格
退
職
年
金
な
ど
の
種
々
の
企
業
年
金
が
相
当
程
度
普
及
し
て

い
る

点
も

考
慮

す
る

と
と

も
に

、
公

務
員

の
身

分
上

の
制

約
等

が
課

さ
れ
て

い
る

こ
と

等
を

踏
ま

え
、

昭
和

６
１

年
に
設
け
ら
れ
た
も
の

２ 割

○
共
済
年
金
に
あ
る
公
的
年
金
と
し
て
の
３
階
部
分
（
職
域
部
分
）
は
廃
止
す
る
。

※
現

在
の

給
付

設
計

は
、
１
・
２
階

部
分

に
つ
い
て
は

、
下

記
の

通
り
、
厚

生
年

金
も
共

済
年

金
も
同

じ
で
あ
り
、
同

じ
報

酬
で
同

じ
加

入
期

間
で
あ
れ

ば
、
厚

生
年

金
で
も
共

済
年

金
で
も
、
１
・
２
階

部
分

に
つ
い
て
は

、
同

じ
年

金
額

と
な
る
。
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